
東
日
本
大
震
災
に
伴
う
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
農
業
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

一

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

二

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
。
。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
9

三

公
職

選
挙
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
19
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東
日
本
大
震
災
に
伴
う
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
農
業
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
漁
業
調
整
委
員
会
）

第
八
十
二
条

漁
業
調
整
委
員
会
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
及
び
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
と
す
る
。

２

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
、
連
合
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
そ
の
設
置
さ
れ
た
海
区
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
監
督
に
、
広
域
漁
業
調
整

委
員
会
は
農
林
水
産
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

（
構
成
）

第
八
十
五
条

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
は
、
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

（
略
）

３

委
員
は
、
左
に
掲
げ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
。

一

次
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
権
を
有
す
る
者
が
同
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
つ
き
選
挙
し
た
者
九
人
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
海
区
に
設
置
さ
れ

る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
六
人
）

二

学
識
経
験
が
あ
る
者
の
中
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
選
任
し
た
者
四
人
（
前
号
に
規
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
三
人
）
及
び
海
区
内
の
公
益
を
代
表

す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
の
中
か
ら
都
道
府
県
知
事
が
選
任
し
た
者
二
人
（
前
号
に
規
定
す
る
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
に
あ
つ
て
は
、
一
人
）

４
～
６

（
略
）

（
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
）

第
八
十
六
条

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
海
区
に
沿
う
市
町
村
（
海
に
沿
わ
な
い
市
町
村
で
あ
つ
て
、
当
該
海
区
に
お
い
て
漁
業
を
営
み
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る

者
が
相
当
数
そ
の
区
域
内
に
住
所
又
は
事
業
場
を
有
し
て
い
る
等
特
別
の
事
由
に
よ
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
区
域
内
に
住
所
又
は
事
業
場
を

有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
一
年
に
九
十
日
以
上
、
漁
船
を
使
用
す
る
漁
業
を
営
み
又
は
漁
業
者
の
た
め
に
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
水
産
動
植
物
の
採
捕
若
し
く
は
養
殖
に
従
事

す
る
も
の
は
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
す
る
。

２
・
３

（
略
）

（
欠
格
者
）

第
八
十
七
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。
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一

二
十
年
未
満
の
者

二

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
十
一
条
第
一
項
（
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
）
に
規
定
す
る
者

２

公
職
選
挙
法
第
三
条
（
公
職
の
定
義
）
に
規
定
す
る
公
職
に
あ
る
間
に
犯
し
た
同
法
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終

わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
者
で
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
当
該
五
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
五

年
間
、
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。

３

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
、
投
票
管
理
者
、
開
票
管
理
者
、
選
挙
長
並
び
に
選
挙
事
務
に
関
係
の
あ
る
地
方
公
共
団
体
の
職
員
は
、
在
職
中
、
そ
の
関
係
区
域

内
に
お
い
て
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

裁
判
官
、
検
察
官
、
会
計
検
査
官
、
収
税
官
吏
、
警
察
官
及
び
公
安
委
員
会
の
委
員
は
、
在
職
中
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
選
挙
事
務
管
理
者
）

第
八
十
八
条

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
一
条
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
。

（
選
挙
人
名
簿
）

第
八
十
九
条

第
八
十
六
条
第
一
項
の
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
に
基
づ
い
て
、
毎
年
九
月
一
日
現
在
で
選
挙
人
の
選
挙
資
格

を
調
査
し
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
申
請
が
な
い
と
き
、
又
は
申
請
に
錯
誤
若
し
く
は
遺
漏
が
あ
る
と
き
は
、
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
職
権
で
選
挙
人
名
簿
に
登
載
し
、
又
は
申
請
を

補
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

選
挙
人
の
年
齢
は
、
選
挙
人
名
簿
確
定
の
期
日
で
算
定
す
る
。

４

選
挙
人
名
簿
に
は
、
選
挙
人
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
（
法
人
に
あ
つ
て
は
名
称
）
並
び
に
住
所
（
当
該
地
区
内
に
住
所
が
な
い
場
合
に
は
事
業
場
）
等
を
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

選
挙
人
名
簿
は
、
十
二
月
五
日
を
も
つ
て
確
定
す
る
。

６

選
挙
人
名
簿
は
、
次
年
の
十
二
月
四
日
ま
で
据
え
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
が
死
亡

し
た
と
き
は
直
ち
に
修
正
す
る
も
の
と
し
、
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
が
確
定
判
決
に
よ
り
修
正
す
べ
き
も
の
と
な
つ
た
と
き
は
直
ち
に
修
正
す
る
と
と
も
に
そ

の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
が
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
る
資
格
を
有
せ
ず
、
又
は
有
し
な
く
な
つ
た
こ
と
を

知
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
直
ち
に
選
挙
人
名
簿
に
そ
の
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
当
該
市
町
村
と
同
一
の
海
区
に
沿
う
他
の
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
者
を
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
載
し
た
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と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
の
あ
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
）

第
九
十
三
条

第
八
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
九
十
五
条
第
一
項
但
書
の
得
票
者

で
あ
つ
て
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
選
挙
会
を
開
き
、
そ
の
者
の
中
か
ら
当
選
人
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、

前
条
第
一
項
但
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
項
の
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
選
人
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
選
人
を
定
め
て
も
な
お

そ
の
数
が
不
足
す
る
と
き
（
委
員
の
任
期
満
了
前
二
箇
月
以
内
に
委
員
に
欠
員
を
生
じ
、
そ
の
数
が
当
選
人
の
不
足
数
と
あ
わ
せ
て
二
人
以
下
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
は

、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
の
期
日
を
定
め
て
こ
れ
を
告
示
し
、
選
挙
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
同
一
人
に
関
し
て
前
条
第
二
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
選
挙
の
期
日
を
告
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

（
略
）

（
公
職
選
挙
法
の
準
用
）

第
九
十
四
条

公
職
選
挙
法
第
八
条
（
特
定
地
域
に
関
す
る
特
例
）
、
第
十
条
第
二
項
（
被
選
挙
人
の
年
齢
の
算
定
方
法
）
、
第
十
七
条
（
投
票
区
）
、
第
十
八
条
（
第
一
項

た
だ
し
書
を
除
く
。
）
（
開
票
区
）
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
三
十
条
（
選
挙
人
名
簿
）
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及

び
第
六
項
（
選
挙
期
日
）
、
第
六
章
（
投
票
）
（
第
三
十
五
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
八
条
第
四
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
六
条
、

第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
四
項
か
ら
第
八
項
ま
で
並
び
に
第
四
十
九
条
の
二
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
七
章
（
開
票
）
（
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第

六
十
二
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
た
だ
し
書
、
第
六
十
八
条
並
び
に
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
八
章
（
選

挙
会
及
び
選
挙
分
会
）
（
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十
一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
九

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
、
第
八
十
六
条
の
八
、
第
九
十
条
、
第
九
十
一
条
第
二
項
（
候
補
者
）
、
第
十
章
（
当
選
人
）
（
第
九
十
五
条
の
二
か
ら
第
九
十
八
条
ま
で
、
第
九

十
九
条
の
二
、
第
百
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
一
条
の
二
の
二
ま
で
並
び
に
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第

百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
欠
け
た
場
合
の
通
知
）
、
第
百
十
六
条
（
議
員
又
は
当
選
人
が
す
べ
て
な
い
場
合
の
一
般
選
挙
）
、
第
百
十
七
条
（
設
置
選
挙
）
、
第
百

二
十
九
条
、
第
百
三
十
条
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
三
十
二
条
か
ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
、
第
百
三
十
七
条
の
三
、
第
百
三
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の

二
、
第
百
四
十
八
条
の
二
、
第
百
六
十
一
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
百
六
十
四
条
の
六
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
七
十
八
条
（
選
挙
運
動
）
、
第
十
五
章
（
争

訟
）
（
第
二
百
二
条
第
二
項
、
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
五
項
、
第
二
百
六
条
第
二
項
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
の
二
第
二
項
、
第
二
百
十
一
条
第
二
項
、
第
二

百
十
六
条
及
び
第
二
百
二
十
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
十
六
章
（
罰
則
）
（
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
二
百
三

十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
八
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
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一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
二
、
第
二
百
四
十
三
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十

六
条
か
ら
第
二
百
五
十
条
ま
で
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
三
、
第
二
百
五
十
一
条
の
四
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、

第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
五
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
、
第
二
百
六

十
四
条
の
二
（
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
）
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
本
文
（
選
挙
に
関
す
る
届
出
等
の
時
間
）
、
第
二
百
七
十
条
の
二
（
不
在
者
投
票
の
時
間
）
、
第
二

百
七
十
条
の
三
（
選
挙
に
関
す
る
届
出
等
の
期
限
）
、
第
二
百
七
十
二
条
（
命
令
へ
の
委
任
）
並
び
に
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員

、
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を
除
く
ほ
か
、
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
委
員
の
選
挙
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
の
中
で
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
第
二
項

前
項
各
号

漁
業
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
一
号

第
二
十
三
条
第
一
項

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
登
録
月
の
三

毎
年
十
月
二
十
日
か
ら
十
一
月
三
日
ま
で
の
間

日
か
ら
七
日
ま
で
の
間
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合

に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
）
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
登
録
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る

選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議

院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管

理
会
）
が
定
め
る
期
間

同
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
の
氏
名
、

選
挙
人
名
簿

住
所
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面

第
二
十
四
条
第
一
項

選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
し
不
服
が
あ
る

選
挙
人
名
簿
に
脱
漏
又
は
誤
載
が
あ
る
と
認
め
る

第
二
十
四
条
第
二
項

三
日

二
十
日

そ
の
異
議
の
申
出
に
係
る
者
を
直
ち
に
選
挙
人
名
簿
に
登
録

直
ち
に
選
挙
人
名
簿
を
修
正
し

し
、
又
は
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
ま
つ
消
し

第
二
十
五
条
第
四
項

一
の
縦
覧
に
係
る
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
又
は
選
挙
人
名
簿

一
の
選
挙
人
名
簿
に
係
る
脱
漏
又
は
誤
載
を

か
ら
の
抹
消
に
関
し

第
三
十
三
条
第
三
項

地
方
自
治
法
第
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
七
条
第
七
項
の
告

漁
業
法
第
八
十
四
条
第
二
項
の
公
示

示
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第
三
十
四
条
第
一
項

第
百
十
六
条

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
六
条

第
三
十
四
条
第
四
項
第
二
号

第
百
九
条
第
五
号

漁
業
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号

第
二
百
十
条
第
一
項

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
十
条
第

一
項

第
三
十
四
条
第
四
項
第
三
号

第
百
九
条
第
六
号

漁
業
法
第
九
十
二
条
第
一
項
第
五
号

第
二
百
五
十
四
条

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
五
十
四

条

第
三
十
四
条
第
四
項
第
四
号

第
百
十
一
条
第
一
項

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
一
条
第

一
項

第
三
十
四
条
第
四
項
第
六
号

第
百
十
六
条

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
六
条

第
四
十
四
条
第
二
項

抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

抄
本

り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く
は
一
部

の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
次
項
、
第
五
十

五
条
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
十
八
条
第
一
項

第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
五
十
条
第
四
項

漁
業
法
第
九
十
条
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条

及
び
第
五
項
並
び
に
第
六
十
八
条

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四

総
務
省
令

農
林
水
産
省
令

号第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

漁
業
法
第
九
十
条
第
三
項

第
四
十
八
条
の
二
第
三
項

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で

第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条

第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項

第
四
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
八
条
及
び

第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
及
び
漁
業
法
第
九
十
条
第
三

第
五
十
条

項

第
四
十
九
条
第
三
項

第
六
十
八
条

漁
業
法
第
九
十
一
条

第
六
十
七
条

第
六
十
八
条
の
二
第
一
項

前
条
第
一
項
第
八
号

漁
業
法
第
九
十
一
条
第
七
号

第
七
十
六
条

第
六
十
二
条

第
六
十
二
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
六
項
、
第
七
項
、
第
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八
項
本
文
、
第
九
項
及
び
第
十
項

第
八
十
六
条
の
八
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十

漁
業
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
又

二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条

は
同
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
五
十
二

条

第
八
十
六
条
の
八
第
二
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
九
十
条

前
条

漁
業
法
第
八
十
七
条
第
三
項
又
は
第
四
項

第
九
十
一
条
第
二
項

第
八
十
八
条
又
は
第
八
十
九
条

第
百
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項

第
九
十
六
条
、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
七
条
の
二
又
は
第
百

漁
業
法
第
九
十
二
条
第
一
項
又
は
第
九
十
三
条
第
一
項

十
二
条

第
百
十
一
条
第
一
項

そ
の
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長
か
ら

そ
の
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
会
長
か
ら

第
百
十
一
条
第
二
項

第
百
十
二
条

漁
業
法
第
九
十
三
条
第
一
項

第
百
十
六
条

第
百
十
条
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又

漁
業
法
第
九
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
九

は
第
百
十
三
条

十
三
条
第
二
項

第
百
三
十
五
条
第
一
項

第
八
十
八
条
に
掲
げ
る
者

漁
業
法
第
八
十
七
条
第
三
項
に
掲
げ
る
者

第
百
三
十
六
条

左
の
各
号
に
掲
げ
る
者

漁
業
法
第
八
十
七
条
第
四
項
に
掲
げ
る
者

第
百
三
十
七
条
の
三

第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
五
十
二

条

第
二
百
十
条
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲

掲
げ
る
者
が

げ
る
者
が

若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

場
合
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

場
合

刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

掲
げ
る
者
若
し
く
は
出
納
責
任
者

に
掲
げ
る
者

第
二
百
十
条
第
二
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲

掲
げ
る
者

げ
る
者
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若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

場
合
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

場
合

刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

第
二
百
十
一
条
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
二
百
十
二
条
第
一
項

本
章
に
規
定
す
る
異
議
の
申
出

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
章
に
規

定
す
る
異
議
の
申
出

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項

次
の
各
号

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
二
条
第
三
項

前
条
第
三
項
各
号

前
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
三
条
第
三
項

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
各
号

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四

第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

号

第
二
百
二
十
四
条
の
二

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
二
百
四
十
一
条
第
二
号

第
百
三
十
五
条
又
は
第
百
三
十
六
条

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
三
十
五
条

又
は
第
百
三
十
六
条

第
二
百
五
十
一
条

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
章
に
掲

十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条
第
二

げ
る
罪
（
第
二
百
四
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）

号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
四
十
九

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
百
四

十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二
百
四
十
九
条

の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二

百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。

）

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項

次
の
各
号

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

第
四
号
及
び
第
五
号

第
四
号

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、
第

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
章
に
掲

二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
四
条
、
第

げ
る
罪
（
第
二
百
四
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）
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二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百
五
十
二

条
の
三
及
び
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
二
条
第
二
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
章
に
掲

十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条
第
二

げ
る
罪
（
第
二
百
四
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）

号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
四
十
九

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
百
四

十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二
百
四
十
九
条

の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二

百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。

）第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
二
百
五
十
四
条

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
章
に
掲

十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条
第
二

げ
る
罪
（
第
二
百
四
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）

号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百
四
十
九

条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、
第
二
百
四

十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二
百
四
十
九
条

の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二

百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。

）第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
二
百
五
十
四
条
の
二
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

と
き
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

と
き
は

刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は
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第
二
百
六
十
四
条
の
二

こ
の
法
律

漁
業
法

第
二
百
七
十
条
の
三

第
十
五
章

漁
業
法
第
九
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
五
章

（
委
員
の
任
期
）

第
九
十
八
条

委
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。

２

第
八
十
五
条
第
三
項
第
一
号
の
委
員
の
任
期
は
、
一
般
選
挙
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
但
し
、
委
員
の
任
期
満
了
の
日
前
に
一
般
選
挙
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
任

者
の
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
。

３

補
欠
委
員
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す
る
。

４

委
員
は
、
そ
の
任
期
が
満
了
し
て
も
、
後
任
の
委
員
が
就
任
す
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。

○
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八
号
）
（
抄
）

（
組
織
）

第
四
条

農
業
委
員
会
は
、
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

２

委
員
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
及
び
選
任
に
よ
る
委
員
と
す
る
。

３

委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
選
挙
に
よ
る
委
員
）

第
七
条

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
は
、
被
選
挙
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
が
選
挙
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
定
数
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に

従
い
、
四
十
人
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
条
例
で
定
め
る
。

２

前
項
の
委
員
の
定
数
の
変
更
は
、
一
般
選
挙
の
場
合
で
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
委
員
の
選
挙
権
、
被
選
挙
権
等
）

第
八
条

農
業
委
員
会
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
次
に
掲
げ
る
者
で
年
齢
二
十
年
以
上
の
も
の
は
、
当
該
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有

す
る
。

一

都
府
県
に
あ
つ
て
は
十
ア
ー
ル
、
北
海
道
に
あ
つ
て
は
三
十
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
に
つ
き
耕
作
の
業
務
を
営
む
者

二

前
号
の
者
の
同
居
の
親
族
又
は
そ
の
配
偶
者
（
そ
の
耕
作
に
従
事
す
る
日
数
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
日
数
に
達
し
な
い
と
農
業
委
員
会
が
認
め
た
者
を
除
く
。
）

三

第
一
号
に
規
定
す
る
面
積
の
農
地
に
つ
き
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
業
生
産
法
人
（
農
地
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
を
い
う
。
）
の
組
合
員
、
社
員
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又
は
株
主
（
そ
の
耕
作
に
従
事
す
る
日
数
が
前
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
日
数
に
達
し
な
い
と
農
業
委
員
会
が
認
め
た
者
を
除
く
。
）

２

前
項
の
年
齢
は
、
選
挙
権
に
つ
い
て
は
選
挙
人
名
簿
確
定
の
期
日
、
被
選
挙
権
に
つ
い
て
は
選
挙
の
期
日
に
よ
り
算
定
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
の
農
地
の
面
積
は
、
登
記
簿
の
地
積
の
あ
る
農
地
に
あ
つ
て
は
、
当
該
地
積
（
農
業
委
員
会
が
当
該
地
積
を
著
し
く
不
相
当
と
認
め
、
別
段
の
面
積
を
定

め
た
と
き
は
、
そ
の
面
積
）
と
し
、
登
記
簿
の
地
積
の
な
い
農
地
に
あ
つ
て
は
、
農
業
委
員
会
が
定
め
た
面
積
と
す
る
。

４

選
挙
管
理
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
、
投
票
管
理
者
、
開
票
管
理
者
並
び
に
選
挙
長
は
、
在
職
中
そ
の
関
係
区
域
内
に
お
け
る
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
候
補

者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５

裁
判
官
、
検
察
官
、
会
計
検
査
院
の
検
査
官
、
警
察
官
及
び
公
安
委
員
会
の
委
員
は
、
在
職
中
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
選
挙
の
管
理
）

第
九
条

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
管
理
す
る
。

（
選
挙
人
名
簿
）

第
十
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
申
請
に
基
き
、
毎
年
一
月
一
日
現
在
に
よ
り
そ
の
選
挙
資
格

を
調
査
し
、
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
項
の
申
請
が
な
い
と
き
、
又
は
同
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
申
請
に
錯
誤
若
し
く
は
遺
漏
が
あ
る
と
き
は
、
職
権
を

も
つ
て
選
挙
人
名
簿
を
調
製
し
、
又
は
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

選
挙
人
名
簿
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
、
生
年
月
日
及
び
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
地
の
面
積
そ
の
他
必
要
な
事
項

二

第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
そ
の
他
必
要
な
事
項

三

第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
、
そ
の
者
が
組
合
員
、
社
員
又
は
株
主
と
な
つ
て
い
る
同
号
に
規
定

す
る
法
人
の
名
称
及
び
耕
作
の
業
務
を
営
む
農
地
の
面
積
そ
の
他
必
要
な
事
項

４

第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

５

選
挙
人
名
簿
は
、
三
月
三
十
一
日
を
も
つ
て
確
定
す
る
。

６

選
挙
人
名
簿
は
、
次
年
の
三
月
三
十
日
ま
で
据
え
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
死
亡

し
た
と
き
は
直
ち
に
修
正
す
る
も
の
と
し
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
確
定
判
決
に
よ
り
修
正
す
べ
き
も
の
と
な
つ
た
と
き
は
直
ち
に
修
正
す
る
と
と
も
に
そ

の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
が
当
該
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
せ
ず
、
又
は
有
し
な
く
な
つ
た
こ
と
を
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知
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
直
ち
に
選
挙
人
名
簿
に
そ
の
旨
の
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
職
選
挙
法
の
準
用
）

第
十
一
条

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
（
特
定
地
域
に
関
す
る
特
例
）
、
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い

者
）
、
第
十
一
条
の
二
（
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
）
、
第
十
七
条
（
投
票
区
）
、
第
十
八
条
（
開
票
区
）
、
第
十
九
条
第
四
項
（
名
簿
の
抄
本
の
使
用
）
、
第
二
十
三
条

か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
（
縦
覧
、
異
議
の
申
出
等
）
、
第
三
十
条
（
選
挙
人
名
簿
の
再
調
製
）
、
第
三
十
三
条
（
一
般
選
挙
の
期
日
）
、
第
三
十
四
条
（
再
選
挙
、
補
欠
選

挙
等
の
期
日
）
、
第
六
章
（
第
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
の
二
、
第
四
十
九
条
第
四
項
か

ら
第
八
項
ま
で
、
第
四
十
九
条
の
二
並
び
に
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
投
票
）
、
第
七
章
（
第
六
十
一
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
六
十
八
条
第
二
項
及

び
第
三
項
並
び
に
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
開
票
）
、
第
八
章
（
第
七
十
五
条
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十

一
条
の
規
定
を
除
く
。
）
（
選
挙
会
）
、
第
八
十
六
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
（
候
補
者
の
立
候
補
の
届
出
等
）
、
第
八
十
六
条

の
八
（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止
）
、
第
八
十
七
条
第
一
項
（
重
複
立
候
補
の
禁
止
）
、
第
九
十
条
（
立
候
補
の
た
め
の
公
務
員
の
退
職
）
、
第
九
十
一
条

第
二
項
（
公
務
員
と
な
つ
た
た
め
立
候
補
の
辞
退
と
み
な
さ
れ
る
場
合
）
、
第
十
章
（
第
九
十
五
条
の
二
、
第
九
十
五
条
の
三
、
第
九
十
七
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
の
二

、
第
九
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
九
十
九
条
の
二
、
第
百
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
百
一
条
か
ら
第
百
一
条
の
二
の
二
ま
で
並

び
に
第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
当
選
人
）
、
第
百
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
再
選
挙
）
、
第
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
議
員
の
欠
け
た
場
合
の
通

知
）
、
第
百
十
二
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
（
議
員
の
欠
け
た
場
合
の
繰
上
補
充
）
、
第
百
十
三
条
第
一
項
（
補
欠
選
挙
）
、
第
百
十
五
条
第
一
項
（
合
併
選
挙
）

、
第
百
十
六
条
（
議
員
又
は
当
選
人
が
す
べ
て
な
い
場
合
の
一
般
選
挙
）
、
第
百
十
七
条
（
設
置
選
挙
）
、
第
百
二
十
九
条
（
選
挙
運
動
の
期
間
）
、
第
百
三
十
条
（
選
挙

事
務
所
の
設
置
及
び
届
出
）
、
第
百
三
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
選
挙
事
務
所
の
数
）
、
第
百
三
十
二
条
（
選
挙
当
日
の
選
挙
事
務
所
の
制
限
）
、
第
百
三
十
四
条
か

ら
第
百
三
十
七
条
ま
で
（
選
挙
事
務
所
の
閉
鎖
命
令
、
選
挙
事
務
関
係
者
等
の
選
挙
運
動
の
禁
止
）
、
第
百
三
十
七
条
の
三
（
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
の
選

挙
運
動
の
禁
止
）
、
第
百
三
十
八
条
（
戸
別
訪
問
）
、
第
百
四
十
条
の
二
（
連
呼
行
為
の
禁
止
）
、
第
百
四
十
八
条
の
二
（
新
聞
紙
、
雑
誌
の
不
法
利
用
等
の
制
限
）
、
第

百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
一
条
の
二
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
六
十
三
条
（
個
人
演
説
会
）
、
第
百
六
十
四
条
の
六
（
夜
間
の
街
頭
演
説
の
禁
止
等
）

、
第
百
六
十
六
条
（
特
定
の
建
物
及
び
施
設
に
お
け
る
演
説
等
の
禁
止
）
、
第
十
五
章
（
第
二
百
四
条
、
第
二
百
五
条
第
五
項
、
第
二
百
八
条
、
第
二
百
九
条
の
二
第
二
項

、
第
二
百
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
百
二
十
条
第
四
項
の
規
定
を
除
く
。
）
（
争
訟
）
、
第
十
六
章
（
第
二
百
二
十
四
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二

号
、
第
二
百
三
十
五
条
の
三
、
第
二
百
三
十
五
条
の
四
、
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百
三
十
六
条
第
二
項
、
第
二
百
三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
三
十
九
条
第
一
項
第
四

号
及
び
第
二
項
、
第
二
百
三
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
二
百
四
十
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
第
二
項
、
第
二
百
四
十
二
条
の
二
、
第
二
百
四
十
三

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
、
第
二
百
四
十
四
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
の
二
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
並
び
に
第
二
項
、
第

二
百
四
十
五
条
か
ら
第
二
百
五
十
条
ま
で
、
第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
百
五
十
一
条
の
三
、
第
二
百
五
十
一
条
の
四
、
第
二
百
五
十
二

条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
、
第
二
百
五
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
百
五
十
五
条
の
二
か
ら
第
二
百
五
十
五
条
の
四
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
（
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罰
則
）
、
第
二
百
六
十
四
条
の
二
（
行
政
手
続
法

の
適
用
除
外
）
、
第
二
百
七
十
条
第
一
項
本
文
（
選
挙
に
関
す
る
届
出
等
の
時
間
）
、
第
二
百
七
十
条
の
二
（
不
在
者

投
票
の
時
間
）
、
第
二
百
七
十
条
の
三
（
選
挙
に
関
す
る
届
出
等
の
期
限
）
、
第
二
百
七
十
一
条
の
二
（
一
部
無
効
に
因
る
再
選
挙
の
特
例
）
、
第
二
百
七
十
二
条
（
命
令

へ
の
委
任
）
並
び
に
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
、
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
部
分
を

除
き
、
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
公
職
の
候
補
者
」
と
あ
る
の
は
「
農
業
委
員
会
の
選

挙
に
よ
る
委
員
の
候
補
者
」
と
読
み
替
え
、
次
表
上
欄
に
掲
げ
る
同
法
の
規
定
の
う
ち
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
よ
う
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
十
一
条
第
二
項

こ
の
法
律

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第

八
十
八
号
）

第
二
百
五
十
二
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
百
五
十
二
条

第
十
一
条
の
二

前
条
第
一
項
第
四
号

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
一
項
第
四
号

第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

市
町
村
の
区
域

農
業
委
員
会
の
区
域

第
十
八
条
第
一
項

市
町
村
の
区
域

農
業
委
員
会
の
区
域

第
十
五
条
第
六
項

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
第
二
項

第
十
八
条
第
二
項

市
町
村
の
区
域

農
業
委
員
会
の
区
域

第
十
九
条
第
四
項

抄
本
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
選

抄
本

挙
人
名
簿
を
調
製
し
て
い
る
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全

部
若
し
く
は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書

類
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
十
三
条
第
一
項

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
登
録
月
の

毎
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
十
五
日
間

三
日
か
ら
七
日
ま
で
の
間
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
）
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を

管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
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員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は

、
中
央
選
挙
管
理
会
）
が
定
め
る
期
間

同
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
の
氏
名

選
挙
人
名
簿

、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面

第
二
十
四
条
第
一
項

選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
関
し
不
服
が
あ
る

選
挙
人
名
簿
に
脱
漏
又
は
誤
載
が
あ
る
と
認
め
る

第
二
十
四
条
第
二
項

三
日

二
十
日

そ
の
異
議
の
申
出
に
係
る
者
を
直
ち
に
選
挙
人
名
簿
に
登

直
ち
に
選
挙
人
名
簿
を
修
正
し

録
し
、
又
は
選
挙
人
名
簿
か
ら
抹
ま
つ
消
し

第
二
十
五
条
第
四
項

一
の
縦
覧
に
係
る
選
挙
人
名
簿
へ
の
登
録
又
は
選
挙
人
名

一
の
選
挙
人
名
簿
に
係
る
脱
漏
又
は
誤
載
を

簿
か
ら
の
抹
消
に
関
し

第
三
十
三
条
第
三
項

地
方
自
治
法
第
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
七
条
第
七
項
の

当
該
農
業
委
員
会
の
設
置
の
日

告
示
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
設
置
の
日

第
三
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書

三
分
の
二

二
分
の
一

第
三
十
四
条
第
三
項

そ
の
選
挙
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
選
挙

そ
の
選
挙
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
選
挙
又
は
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
解
任
の
効
力

第
三
十
四
条
第
四
項
第
二
号

第
二
百
十
条
第
一
項

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
百
十
条
第
一
項

第
三
十
四
条
第
四
項
第
三
号

第
二
百
五
十
四
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
百
五
十
四
条

第
三
十
四
条
第
四
項
第
四
号

第
百
十
一
条
第
一
項

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
十
一
条
第
一
項

第
三
十
四
条
第
五
項

そ
の
選
挙
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
選
挙

そ
の
選
挙
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
選
挙
又
は
農
業
委
員

会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
解
任
の
効
力

第
四
十
四
条
第
二
項

抄
本
（
当
該
選
挙
人
名
簿
が
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

抄
本

よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
当
該
選
挙
人
名
簿
に
記
録
さ
れ
て
い
る
全
部
若
し
く

は
一
部
の
事
項
又
は
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
類
。
次
項
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、
第
五
十
五
条
及
び
第
五
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四

総
務
省
令

農
林
水
産
省
令

号第
六
十
二
条
第
二
項
（
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

十
人

五
人

る
場
合
を
含
む
）

第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号

第
八
十
六
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
若
し
く
は

は
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
、
第
八
十
八
条
、
第
二
百

第
五
項
、
同
法
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
六

五
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十
一
条
の
三

条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百

五
十
一
条
の
二
若
し
く
は
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二

年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
二
条
第
二
項
（
政
治
的
行
為

の
制
限
）

第
七
十
三
条

第
五
十
七
条
第
一
項
本
文
及
び
第
二
項

第
五
十
七
条
第
一
項
本
文

第
八
十
六
条
の
八
第
一
項

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条

す
る
第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
又
は
第
二
百
五

十
二
条

第
八
十
六
条
の
八
第
二
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
九
十
条

前
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
若
し
く
は

第
九
十
一
条
第
二
項

第
八
十
八
条
又
は
第
八
十
九
条

第
五
項
又
は
国
家
公
務
員
法
第
百
二
条
第
二
項

第
九
十
七
条
第
二
項

そ
の
選
挙
の
期
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
生
じ
た
場
合
に
お

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
第
九
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

い
て
第
九
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
得
票

規
定
に
よ
る
得
票
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が

者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き
又
は
こ

あ
る
と
き

れ
ら
の
事
由
が
そ
の
選
挙
の
期
日
か
ら
三
箇
月
経
過
後
に

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受

け
た
得
票
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と

き

第
九
十
八
条
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
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す
る
第
二
百
五
十
一
条
の
二

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

公
職
に
係
る
選
挙

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙

第
百
三
条
第
二
項

、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
七
条
の
二
又
は
第
百
十
二
条

又
は
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
十
七
条
若
し
く
は
第
百
十
二
条

第
百
三
条
第
四
項

、
第
九
十
七
条
、
第
九
十
七
条
の
二
又
は
第
百
十
二
条

又
は
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
九
十
七
条
若
し
く
は
第
百
十
二
条

第
百
四
条

地
方
自
治
法
第
九
十
二
条
の
二

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百

八
十
条
の
五
第
六
項

同
法
第
九
十
二
条
の
二

同
法
第
百
八
十
条
の
五
第
六
項

第
百
十
条
第
一
項
第
四
号

六
分
の
一

五
分
の
二

第
百
十
一
条
第
一
項
第
三
号

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
長

農
業
委
員
会
の
会
長

第
百
十
二
条
第
五
項

当
該
議
員
の
選
挙
の
期
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
生
じ
た
場

生
じ
た
場
合
に
お
い
て
第
九
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の

合
に
お
い
て
第
九
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ

規
定
に
よ
る
得
票
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が

る
得
票
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き

あ
る
と
き
は

又
は
当
該
議
員
の
選
挙
の
期
日
か
ら
三
箇
月
経
過
後
に
生

じ
た
場
合
に
お
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
得
票
者
で
当
選
人
と
な
ら
な
か
つ
た
も
の
が
あ
る
と
き

は

第
百
十
三
条
第
一
項
第
六
号

六
分
の
一

五
分
の
二

第
百
十
五
条
第
一
項
第
二
号

同
一
の
地
方
公
共
団
体

当
該
農
業
委
員
会

第
百
十
七
条

地
方
公
共
団
体
が
設
置
さ
れ
た

農
業
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た

第
百
三
十
五
条
第
一
項

第
八
十
八
条
に
掲
げ
る
者

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
四
項
に
掲
げ
る

者

第
百
三
十
七
条
の
三

第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
二
百
五
十
二
条
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第
百
六
十
一
条
第
二
項

必
要
な
設
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
使
用
を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
百
十
条
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

場
合
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ

場
合

り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号

に
掲
げ
る
者
若
し
く
は
出
納
責
任
者

に
掲
げ
る
者

公
職
に
係
る
選
挙

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙

第
二
百
十
条
第
二
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

場
合
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ

場
合

り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

第
二
百
十
一
条
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

公
職
に
係
る
選
挙

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙

第
二
百
十
二
条
第
一
項

本
章
に
規
定
す
る
異
議
の
申
出

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
五
章
に
規
定
す
る
異
議
の
申
出

第
二
百
二
十
条
第
三
項

議
会
の
議
長

農
業
委
員
会
の
会
長

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項

次
の
各
号

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
二
条
第
三
項

前
条
第
三
項
各
号

前
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
三
条
第
三
項

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
各
号

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
各
号

第
二
百
二
十
一
条
第
三
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号

第
二
百
二
十
四
条
の
二

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

第
二
百
四
十
一
条
第
二
号

第
百
三
十
五
条

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
三
十
五
条

第
二
百
五
十
一
条

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用
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三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条

す
る
第
十
六
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を

第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百

除
く
。
）

四
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、

第
二
百
四
十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二

百
四
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二

条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三

条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項

次
の
各
号

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

第
四
号
及
び
第
五
号

第
四
号

公
職
に
係
る
選
挙

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙

第
二
百
五
十
二
条
第
一
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
六
条
の
二
第
二
項
、

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
四
十
二
条
、
第
二
百
四
十
四
条

す
る
第
十
六
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百

、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
五
十
二
条
の
二
、
第
二
百

四
十
二
条
及
び
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）

五
十
二
条
の
三
及
び
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
二
条
第
二
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を
除
く
。

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

）

す
る
第
十
六
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を

除
く
。
）

第
二
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条

す
る
第
十
六
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を

第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百

除
く
。
）

四
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、

第
二
百
四
十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二

百
四
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二

条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三

条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第

一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
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第
二
百
五
十
四
条

こ
の
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
三
十
五
条
の
六
、
第
二
百

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

三
十
六
条
の
二
、
第
二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
四
十
六
条

す
る
第
十
六
章
に
掲
げ
る
罪
（
第
二
百
五
十
三
条
の
罪
を

第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
二
百
四
十
八
条
、
第
二
百

除
く
。
）

四
十
九
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
、

第
二
百
四
十
九
条
の
三
、
第
二
百
四
十
九
条
の
四
、
第
二

百
四
十
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
百
五
十
二

条
の
二
、
第
二
百
五
十
二
条
の
三
並
び
に
第
二
百
五
十
三

条
の
罪
を
除
く
。
）

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第

四
号

議
会
の
議
長

農
業
委
員
会
の
会
長

第
二
百
五
十
四
条
の
二
第
一
項

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で

第
二
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号

若
し
く
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

又
は
第
二
百
二
十
三
条
の
二
第
二
項

と
き
又
は
出
納
責
任
者
が
第
二
百
四
十
七
条
の
規
定
に
よ

と
き
は

り
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
は

第
二
百
六
十
四
条
の
二

こ
の
法
律

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律

第
二
百
七
十
条
の
三

第
十
五
章

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
に
お
い
て
準
用

す
る
第
十
五
章

第
二
百
七
十
二
条
第
一
項

こ
の
法
律
の
実
施

農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
選
挙

（
選
任
に
よ
る
委
員
）

第
十
二
条

市
町
村
長
は
、
選
挙
に
よ
る
委
員
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
委
員
と
し
て
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
及
び
土
地
改
良
区
が
そ
れ
ぞ
れ
推
薦
し
た
理
事
（
経
営
管
理
委
員
を
置
く
農
業
協
同
組
合
に
あ
つ
て
は
、

理
事
又
は
経
営
管
理
委
員
）
又
は
組
合
員
各
一
人

二

当
該
市
町
村
の
議
会
が
推
薦
し
た
農
業
委
員
会
の
所
掌
に
属
す
る
事
項
に
つ
き
学
識
経
験
を
有
す
る
者
四
人
（
条
例
で
こ
れ
よ
り
少
な
い
人
数
を
定
め
て
い
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
人
数
）
以
内
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（
委
員
の
任
期
）

第
十
五
条

選
挙
に
よ
る
委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
一
般
選
挙
の
日
か
ら
起
算
す
る
。
但
し
、
任
期
満
了
に
よ
る
一
般
選
挙
が
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
期
満
了
の
日
前

に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
前
任
の
委
員
が
任
期
満
了
の
日
ま
で
在
任
し
た
と
き
は
前
任
者
の
任
期
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
、
選
挙
の
期
日
後
に
前
任
の
委
員
が
す
べ
て

な
く
な
つ
た
と
き
は
そ
の
な
く
な
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
起
算
す
る
。

２

補
欠
委
員
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
在
任
す
る
。

３

選
挙
に
よ
る
委
員
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
解
任
の
場
合
を
除
き
、
そ
の
任
期
満
了
後
も
後
任
の
委
員
が
就
任
す
る
ま
で
は
、
な
お
そ
の
職
務
を
行
う
。

４

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
委
員
は
、
一
般
選
挙
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
委
員
の
任
期
満
了
の
日
（
選
挙
さ
れ
た
委
員
の
全
員
が
す
べ
て
な
く
な
つ
た
と
き
は
、

そ
の
な
く
な
つ
た
日
）
ま
で
在
任
す
る
。

５

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
団
体
の
推
薦
に
係
る
も
の
は
、
当
該
委
員
を
推
薦
し
た
団
体
の
理
事
（
経
営
管
理
委
員
を
置
く
農
業
協
同
組
合
に
あ

つ
て
は
、
理
事
又
は
経
営
管
理
委
員
）
又
は
組
合
員
で
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
職
を
失
う
。

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）

（
縦
覧
）

第
二
十
三
条

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
登
録
月
の
三
日
か
ら
七
日
ま
で
の
間
（
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に

は
、
政
令
で
定
め
る
期
間
）
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
に
つ
い
て
は
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
又

は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
が
定
め
る
期
間
、
市
役
所
、
町
村
役
場
又
は
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
指
定
し
た
場

所
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
縦
覧
開
始
の
日
前
三
日
ま
で
に
縦
覧
の
場
所
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
般
選
挙
、
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
及
び
設
置
選
挙
）

第
三
十
三
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
因
る
一
般
選
挙
又
は
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
は
、
そ
の
任
期
が
終
る
日
の
前
三
十
日
以
内
に
行
う
。

２

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
解
散
に
因
る
一
般
選
挙
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
内
に
行
う
。

３

地
方
公
共
団
体
の
設
置
に
よ
る
議
会
の
議
員
の
一
般
選
挙
及
び
長
の
選
挙
は
、
地
方
自
治
法
第
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
七
条
第
七
項
の
告
示
に
よ
る
当
該
地
方
公
共
団

体
の
設
置
の
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
行
う
。

４

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
任
期
満
了
に
因
る
一
般
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
た
後
そ
の
任
期
の
満
了
す
べ
き
日
前
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が

す
べ
て
な
く
な
つ
た
と
き
、
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
の
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
た
後
そ
の
任
期
の
満
了
す
べ
き
日
前
に
当
該
地
方
公
共
団
体
の

長
が
欠
け
、
若
し
く
は
退
職
を
申
し
出
た
と
き
は
、
更
に
こ
れ
ら
の
事
由
に
因
る
選
挙
の
告
示
は
、
行
わ
な
い
。
但
し
、
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
の
期
日
前
に
当
該
地
方
公
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共
団
体
の
議
会
が
解
散
さ
れ
た
と
き
、
又
は
長
が
解
職
さ
れ
、
若
し
く
は
不
信
任
の
議
決
に
因
り
そ
の
職
を
失
つ
た
と
き
は
、
任
期
満
了
に
因
る
選
挙
の
告
示
は
、
そ
の
効

力
を
失
う
。

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
選
挙
の
期
日
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
よ
り
、
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
七
日
前
に

二

指
定
都
市
の
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
十
四
日
前
に

三

都
道
府
県
の
議
会
の
議
員
及
び
指
定
都
市
の
議
会
の
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
九
日
前
に

四

指
定
都
市
以
外
の
市
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
少
な
く
と
も
七
日
前
に

五

町
村
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
少
な
く
と
も
五
日
前
に

（
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
等
）

第
三
十
四
条

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
（
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
を
含
む
。
）
又
は
増
員
選
挙
若
し
く
は
第
百
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
一
般
選
挙
は
、
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
五
十
日
以
内
に
行
う
。

２

前
項
に
掲
げ
る
選
挙
の
う
ち
、
第
百
九
条
、
第
百
十
条
又
は
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
再
選
挙
、
補
欠
選
挙
又
は
増
員
選
挙
は
、
当

該
議
員
の
任
期
が
終
わ
る
前
六
月
以
内
に
こ
れ
を
行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
は
行
わ
な
い
。
た
だ
し
、
議
員
の
数
が
そ
の
定
数
の
三
分
の
二
に
達
し
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
～
６

（
略
）

（
補
欠
選
挙
及
び
増
員
選
挙
）

第
百
十
三
条

衆
議
院
議
員
、
参
議
院
議
員
（
在
任
期
間
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
の
欠
員
に
つ
き
、
第
百
十
一
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
選
人
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
議
員
の
欠
員
の
数
が
次
の
各
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
衆
議
院
比

例
代
表
選
出
議
員
又
は
参
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
中
央
選
挙
管
理
会
）
は
、
選
挙
の
期
日
を
告
示
し
、
補
欠
選
挙
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
同
一
人
に
関
し
、
第
百
九
条
又
は
第
百
十
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
の
期
日
を
告
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
五

（
略
）

六

市
町
村
の
議
会
の
議
員
の
場
合
に
は
、
第
百
十
条
第
一
項
に
い
う
そ
の
当
選
人
の
不
足
数
と
通
じ
て
当
該
選
挙
区
に
お
け
る
議
員
の
定
数
（
選
挙
区
が
な
い
と
き
は
、

議
員
の
定
数
）
の
六
分
の
一
を
超
え
る
に
至
つ
た
と
き
。

２
～
５

（
略
）
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